
三重県意思疎通支援事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２２条第１項及び障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

第７８条第１項の規程に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思

疎通支援を図ることに支障がある障がい者等その他の日常生活を営むのに支障がある障

がい者等（以下「聴覚障がい者等」という。）とその他の者との意思疎通を支援するため

に、特に専門性の高い意思疎通通支援を行う者（以下「意思疎通支援者」という。）を派

遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資するこ

とを目的とする。 

 

（事業の内容） 

第２条 前条の目的を達成するため、三重県意思疎通支援事業（以下「事業」という。）と

して、次に掲げる業務を実施する。 

（１）県内全域から県民の参加が見込まれる障がい者団体等の行事等や専門性の高い分野

等に意思疎通支援者（地域生活支援事業の実施について（平成１８年８月１日障発第

０８０１００２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）別記６の４（２）

アに規定する「手話通訳者」及びイに規定する「要約筆記者」であって、第５条第１

項の規定により知事が登録したものをいう。以下同じ。）を派遣する業務 

（２）市町派遣業務に係る市町（都道府県）相互間の連絡等広域的な対応を行う業務 

（３）前２号を行う連絡調整業務等担当者の設置 

（４）前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務 

 

（実施主体） 

第３条 この事業の実施主体は三重県とする。 

 

（都道府県の責務） 

第４条 知事は、この事業に従事する意思疎通支援者の健康と安全の確保に努めなければ

ならない。 

 

（事業の委託及び監督等） 

第５条 知事は、第２条に規定する業務を知事が適当と認めた人（以下「受託者」という。）

に全部又は一部を委託することができる。 

２ 知事は、前項の規定により業務を委託したときは、業務の適正な遂行を図るため、受

託者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。 

３ 受託者は、前項の規定による知事の監督を受け、知事から役務改善命令等がなされた

場合には、その補正等の措置をしなければならない。 

別紙３ 



 

（意思疎通支援者の登録） 

第６条 三重県意思疎通支援者としての登録を希望する者は、三重県意思疎通支援者登録

申請書（様式第１号）に、写真（３ｃｍ×２．４ｃｍ）、手話通訳者については次の第１

号から第４号までに掲げるいずれかの資格を証する書類を、又は要約筆記者については

次の第５号に掲げる資格を証する書類等を添付して、知事に申請するものとする。 

（１）手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令（平成２１

年３月３１日厚生労働省省令第９６号）に基づく手話通訳技能認定試験（手話通訳士

試験）の合格者 

（２）手話通訳者全国統一試験の合格者 

（３）社団法人三重県聴覚障害者協会が実施していたＢ級手話通訳者認定試験の合格者 

（４）三重県手話通訳者登録試験の合格者 

（５）全国統一要約筆記者認定試験の合格者 

（６）その他知事が認める者 

２ 知事は、前項の規定により三重県意思疎通支援者として決定したときは、三重県意思

疎通支援者として登録するものとする。 

 

（意思疎通支援者証） 

第７条 知事は、意思疎通支援者に三重県意思疎通支援者証（様式第２号。以下「意思疎

通支援者証」という。）を交付するものとする。 

２ 意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務（以下「意思疎通支援業務」とい

う。）を行うときは、常に意思疎通支援者証を携帯し、提示を求められた時は、これを提

示しなければならない。 

３ 意思疎通支援者は、意思疎通支援者証を紛失したときは、速やかに三重県意思疎通支

援者証紛失等届兼再交付申請書（様式第３号）を、知事に提出しなければならない。 

４ 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに三重県意思疎通支援者登

録事項変更届（様式第４号）を、知事に提出しなければならない。 

５ 意思疎通支援者は、登録を辞退するときは、速やかに登録辞退届出書（様式第５号）

を、知事に提出しなければならない。 

６ 意思疎通支援者は、登録の取消の決定を受けたとき又は登録を辞退したときは、意思

疎通支援者証を知事に返還しなければならない。 

 

（意思疎通支援者の責務） 

第８条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を遂行するに当たって、次の各号に掲げる

事項を守らなければならない。 

（１）事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供しないこと。 

（２）手話通訳又は要約筆記の技術、聴覚障がい者等に関する知識の向上に努めること。 

２ 前項第１号の規定は、意思疎通支援者を辞退した後も適用する。 

 

 



（派遣の対象事項） 

第９条 知事は次に掲げる場合において、聴覚障がい者等又は聴覚障がい者等とコミュニ

ケーションを図る必要のある団体等が、円滑な意思の疎通を図るうえで支障があること

を認めるときに意思疎通支援者を派遣する。 

（１）県全域で構成する障がい者団体等が主催又は共催する広く県民を対象とし、なおか

つ公共性の高い行事（県内全域から聴覚障がい者等の参加が見込まれるものとする。） 

（２）その他知事が特に必要と認める場合 

 

（派遣対象地域） 

第１０条 意思疎通支援者の派遣対象地域は、原則として県内とする。 

 

（広域的な派遣の調整等） 

第１１条 知事は、県内の市町長より県外への派遣についての調整の相談を受けた時は、

派遣先が県外の場合、派遣先の都道府県知事又は市町村長に対し派遣の相談を行うもの

とする。この場合、派遣に係る費用は、派遣依頼元が負担するものとする。 

２ 他の都道府県知事又は他の都道府県内の市町村より、県内市町内へ派遣の相談を受け

た場合、派遣場所の所在する市町長に対し派遣の依頼を行うものとする。 

  なお、当該市町で調整が困難な場合は、県が調整を行うものとする。 

 

（派遣の申請） 

第１２条 意思疎通支援者の派遣を希望する者（以下「申請者」という。）は、「三重県意

思疎通支援者派遣申請書（様式第６号。以下「申請書」という。）により、できる限り早

期（原則として、派遣を希望する日の１か月前まで）に、知事に対し、派遣の申請をす

るものとする。ただし、緊急またはやむを得ない事由がある場合は、この限りではない。 

 

（派遣の決定） 

第１３条 知事は、前条の派遣申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、意思疎通支

援者の派遣の可否を決定し、三重県意思疎通支援者派遣決定通知書（様式第７号）によ

り、当該申請者に通知するものとする。 

２ 知事は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考のうえ、三重県意思疎通支援者派遣依頼

書（様式第８号）により、意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急又はや

むを得ない事由がある場合は、この限りでない。 

 

（申請者の費用負担） 

第１４条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、

意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他こ

れらに類する費用は申請者が負担しなければならない。 

 



 

（連絡調整業務等担当者の設置） 

第１５条 知事は、意思疎通支援者の派遣に係る連絡調整業務等を行う者を置くものとす

る。 

 

（意思疎通支援者の派遣及び報告） 

第１６条 意思疎通支援者は、知事の依頼に基づき、意思疎通支援業務を行う。この場合、

申請者とその他関係者と連絡調整を行う等、適切な意思疎通支援業務の実現に努めるも

のとする。 

２ 意思疎通支援者は、前項の規定に基づく意思疎通支援業務の終了後、速やかに意思疎

通支援業務報告書（様式第９号。以下「報告書」という。）を作成し、派遣日から 1週間

以内に知事に提出しなければならない。 

 

（謝金等） 

第１７条 知事は、報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したとき

は、別表に定める基準により適正に謝金等を意思疎通支援者に支払うものとする。 

 

（意思疎通支援者の研修） 

第１８条 知事は、意思疎通支援者に対して、意思疎通支援者としての資質の向上、研鑽

を深めるための研修を実施する。 

 

（頸肩腕障害に関する健康診断） 

第１９条 知事は、意思疎通支援業務の特殊性により発症が危惧される頸肩腕障害、メン

タルストレスに起因する疾患等の健康障害を予防し、意思疎通支援者の健康保持を図り、

もってこの事業全体の健全な運営を確保するため、意思疎通支援者に対し、頸肩腕障害

に関する健康診断を実施するものとする。 

２ 前項における頸肩腕障害に関する健康診断を、複数年継続して受診しない意思疎通支

援者については、受診を促すものとする。なおかつ受診しない場合は、知事は登録の取

消を行うことができるものとする。 

 

（関係機関との連携） 

第２０条 知事は、この事業の実施にあたり、円滑な事業実施を期し、関係団体と密接に

連携を保つため、聴覚障がい者団体、意思疎通支援者関係団体等の関係者で構成する運

営委員会を設置し、この事業の効果的な推進を図るものとする。 

 

（その他） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。 



附則 

この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 

この要綱は、平成３１年１月１日から適用する。 

この要綱は、令和６年６月２０日から適用する。ただし、第１７条関係別表中、謝金にか

かる規定は、令和７年４月１日以降の派遣から適用することとし、前日まではなお従前の

例による。 

 



別表（第１７条関係） 

項 目  基 準 金 額  

謝金  申請者との待合時間

から終了時間までを

基準時間とする。 

ただし、別途打合せ

を行った場合はその

時間を加算する。 

１時間まで  2,000円 

１時間を超えた場合、１５分毎 500円 

交通費 

（県の旅

費規程に

準じる）  

 

自宅から意思疎通支

援業務の実施場所ま

での往復に要した経

費とする。 

ただし、別途打合せ

を行った場合はその

旅費も含める。 

公共交通機関を使用した場合 

（特急は、利用区間が５０ｋｍ以

上の場合に限る） 

実費 

自家用車を使用した場合 1㎞につき23円 

高速道路等有料道路を利用した場

合（２区間以上） 

実費 

 



様式第１号（第６条関係） 

                  記入日     年  月  日 

三重県知事 様 

  

三重県意思疎通支援者登録申請書（手話通訳者・要約筆記者） 

 

三重県意思疎通支援事業実施要綱第６条の規定により、派遣事業のため三重県意思疎通

支援者の登録を受けたいので申請します。 

                     

フリガナ 

 

名 前             生年月日（西暦     ）    年  月  日 

 

 

住 所 〒   －                                                  

 

 

電 話                 携帯電話                  

 

 

ＦＡＸ                

 

 

パソコン E-mail                                  

 

 

携帯電話 E-mail                                  

 

 

有資格（○を付けてください）   

（  ）手話通訳士試験 （  ）手話通訳者全国統一試験  

（  ）Ｂ級手話通訳者認定試験 （  ）三重県手話通訳者登録試験  

（  ）全国統一要約筆記者認定試験 

  （  ）手書き    （  ） パソコン 

 

【手当振込口座】  

       銀行      支店 普通・当座 番号           

 

 名義人                                  



※ 派遣依頼の際に参考とさせていただきますので、派遣依頼を受ける場合の条件があれ

ば具体的に記入してください。 

  

                                         

 

                                          

   

                                          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個人情報の取扱いについて） 

この申請書は、三重県が行う派遣コーディネート（県主催行事など）及び三重県聴

覚障害者支援センターの派遣事業の実施のために利用し、目的外に利用することはあ

りません。ただし、災害発生時における聴覚障がい者支援のために利用することがあ

ります。 

また、提供された個人情報は、厳重に管理し、本人の同意なしに、派遣事業以外の

第三者に開示・提供することはありません。 

ただし、以下の場合は、本人の同意なしに開示・提供いたします。 

a) 法令に基づく場合 

b) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を 

得ることが困難であるとき 

c) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であ 

って、本人の同意を得ることが困難であるとき 

d) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を 

遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ること 

により当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 



様式第２号（第７条関係） 

  

(表) 

   80mm 

 

  三重県意思疎通支援者証 

 

  

 

写  真 

 三重県第         号 

 

 

 

50㎜ 

  名前 

 

年  月  日生 

   

 

 

 

 

上記の者は、三重県意思疎通支援者として登録されているもの

であることを証明する 

     年  月  日 

三重県知事 

 

 

 

(裏) 

 

  

注     意  

 

１ 業務を行う際は、この証を携帯すること 

 

２ この証を譲渡又は貸与しないこと 

 

 ３ 記載事項に変更が生じたとき、登録の取消の決定を受けた

とき又は手話通訳者・要約筆記者を辞退したときには返納す

ること 

 

４ 提示を求められたときは、これを提示すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第７条関係）  

 

三重県意思疎通支援者証紛失等届兼再交付申請書 

 

  年    月    日  

 

三重県知事 様 

（申請者）           

名  前            

 

先に交付された三重県意思疎通支援者証について、紛失等したので届出します。 

あわせて、意思疎通支援者証の再交付を申請します。   

ふ り が な  

生年月日 

 

   年  月  日 
名    前 

 

 

住    所 

〒 

 

 

電 話 番 号  

紛 失 等 の 別 紛 失 ・ 盗 難 ・ 毀 損 

発 生 日 時       年  月  日    時   分 

発 生 の 状 況 
 

 

その他特記事項 
 

 

 



様式第４号（第７条関係）  

 

三重県意思疎通支援者登録事項変更届 

 

  年    月    日  

 

三重県知事 様  

（申請者）          

名  前            

 

登録事項に変更があったので、三重県意思疎通支援事業実施要綱第７条の規定

により届出します。 

変更年月日      年  月  日    

変更事項 変 更 前 変 更 後 

名 前  
（※支援者証・写真を添付） 

 

住 所 

〒 

 

 

〒 

 

 

電話番号   

携帯電話   

ＦＡＸ   

パソコン

E-mail 
  

携帯電話

E-mail 
  

資 格  

（※支援者証・写真・資格を証す

る書類添付） 

 

口座番号   

その他   

 



様式第５号（第７条関係）  

 

登録辞退届出書 

 

 

年  月  日 

  

三重県知事 様 

 

 

  年  月  日をもって、三重県意思疎通支援事業の登録を辞退したい

ので、届け出ます。 

 

 

 

住 所 

 

 

名 前                 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第１２条関係）  

三重県意思疎通支援者派遣申請書(手話通訳者・要約筆記者) 

申請日      年    月   日 

（１）意思疎通支援者の調整ができない場合や派遣内容により派遣をお断りする場合があります。 

（２）申請者は原則として派遣日の１ヶ月前までに提出してください。なお、行事概要、資料等が

あれば添付してください。 

（３）申請後に、申請者の都合による取消しが生じた場合は、取消料がかかる場合があります。 

申請先：三重県聴覚障害者支援センター 〒514-0003 津市桜橋２丁目 131 

 FAX:059-223-3301 E-mail: deaf.mie-center@vivid.ocn.ne.jp

申請者  担当者  

住 所： 〒 

電 話：                    ＦＡＸ： 

E-mail： 

日時：   年  月  日（  ）   時   分～   時   分 

行事名： 

会場名 ： 

会場住所： 

会場電話番号： 

     ※具体的に書いてください。（例：１階ロビー受付） 

集合場所： 

集合時間：     時    分  

当日の担当者（意思疎通支援者と打ち合わせする方の名前）： 

緊急の連絡先（当日担当者携帯番号等）： 

【行事詳細】※講師、演題、打ち合わせの時間等が決まっていればあわせてご記入ください。 

 

以下についても必ず記入ください。 

駐車場の有無：あり なし 昼食の有無：あり なし 映像資料の使用：する しない 

資料の添付は〇を、 

後日送付は●を記入 

案内チラシ（  ） 進行表（  ） 地図（  ） 挨拶文（  ） 

講演会資料（  ） 来賓名簿（  ）その他(       ) 

派遣対象の聴覚障がい者名（例 ○○課 三重〇子）： 

申請者と請求先又は送付先が異なる場合のみご記入ください 

請求先                    送付先 

※派遣終了後、１ヶ月以内に請求書を送付しますので、お振込みください 

※依頼番号 



様式第７号（第１３条関係）  

  年    月    日  

 

三重県意思疎通支援者派遣決定通知書 

（申請者）          

名  前         様 

三重県知事 

（公印省略）  

 

年  月  日に申請のあった意思疎通支援者（手話通訳・要約筆記（（パソコン・

手書き））の派遣について、以下のとおり決定したので通知します。 

 

行事名   

派遣日時 
    年   月   日（  ）     時    分から 

    年   月   日（  ）     時    分まで 

集合時間 
 

派遣場所 
 

集合場所 
 

派遣内容 
 

意思疎通支援者

名前・連絡先 

（手話通訳者）          電話／携帯電話 

・                 

・                 

（要約筆記者）          電話／携帯電話 

・                 

・ 

備考 駐車場：          弁当：       

■ 意思疎通支援業務を円滑にするため、資料等を送付ください。 

■ より良い意思疎通支援業務のために打ち合わせを必ず行ってください。 

※依頼番号 



様式第８号（第１３条関係）  
  年    月    日  

三重県意思疎通支援者派遣依頼書 

（意思疎通支援者）          

名  前         様 

三重県知事 

（公印省略）  

 

以下のとおり、手話通訳・要約筆記（パソコン・手書き）を依頼します。 

行事名   

申請者 

団体名  

担当者名  

住 所： 〒 

電 話：           ＦＡＸ： 

E-mail： 

派遣日時 
    年   月   日（  ）     時    分から 

    年   月   日（  ）     時    分まで 

派遣場所  

集合時間  

集合場所  

派遣内容  

意思疎通支援

者名前- 

（手話通訳者） 

・ 

・ 

（要約筆記者） 

・ 

・ 

派遣対象の聴

覚障がい者 
 

備考 駐車場：          弁当：       

■高速道路・有料駐車場を利用する場合は、事前に三重県聴覚障害者支援センターへ連絡

をお願いします。 

■より良い意思疎通支援業務のために、関係者との打ち合わせを必ず行ってください。 

■報告書は必ず１週間以内に提出してください。提出がない場合は謝金等を支払うことが

できません。
※依頼番号 



様式第９号（第１６条関係） 

  年    月    日  

意思疎通支援業務報告書 

三重県知事  様 

（意思疎通支援者）          

名  前         

以下のとおり、手話通訳・要約筆記（パソコン・手書き）を行ったので報告します。 

申請者  行事名  

派遣日    月   日（  ） 集合時間   時   分 

派遣場所  派遣時間 

時   分～  時   分 

 

時   分～  時   分 

聴覚障がい

者の参加 

有（  人） 

無     確認できず 

その他の意思疎

通支援者の名前 
 

※意見、感想、問題点、反省などを具体的にお書きください。 

 

電車・バス：        駅 ⇔       駅   （往復)      円 

自家用車 ：(往復)     ｋｍ(小数点以下は切捨して記入 例 20.6ｋｍ→20ｋｍ) 

高速道路 ：        IC ⇔       IC   （往復)      円 

有料駐車場：                                円 

※ 高速道路・有料駐車場を利用された場合は、領収書を添付してください。 

※ 昼食を挟む場合は、午前◯時～◯時、午後◯時～◯時とご記入ください。 

（未記入の場合は、１時間差し引きます。） 

※ 報告書は必ず１週間以内に提出してください。提出がない場合は謝金等を支払うことが

できません。 
※依頼番号 


